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Ⅰ 審議事項 

情報通信審議会情報通信政策部会研究開発戦略委員会（以下「研究開発戦略委員会」とい

う。）は、諮問第１７号「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」のうち、研

究開発戦略について検討を行った。具体的には、情報通信審議会情報通信政策部会における

議論・決定を踏まえて決定された「検討アジェンダ」に沿って研究開発戦略に関する下記の

事項の検討を行った。 

 

●「検討アジェンダ」（情報通信政策部会（２月１０日）決定）より抜粋 

 

次世代の事業シーズを生み出す研究開発力を強化することは、我が国のＩＣＴ産業の中長期的な活

力を維持し、我が国の持続的な経済成長や雇用の創出を実現していく上で極めて重要である。また、

今後政府決定される予定の平成２３年度以降５年間の科学技術に関する国家戦略である次期「科学技

術基本計画」に沿った形で、戦略的な研究開発等の政策展開が求められている。こうした観点から、

例えば次の事項についてどのように考えることが適当か。 

 

①今後取り組むべき研究開発課題 

【項目例】 

➢「新成長戦略」や次期「科学技術基本計画」の柱になっている「グリーン・イノベーション」及

び「ライフ・イノベーション」、その他我が国が直面する重要課題（我が国の産業競争力の強化

等）を推進する上で取り組むべきＩＣＴ分野における研究開発課題は何か。 

②研究開発の仕組み（システム）の在り方 

【項目例】 

➢技術シーズを事業化につなげていく上での解決すべき課題及びその解決に向けた方策は何か。 

➢教育、福祉、医療・介護、行政、観光、農業等の様々な分野におけるＩＣＴの利活用を進めてい

く上での研究開発の果たすべき役割、研究開発成果を普及させるための技術実証の在り方として

望ましい仕組みは何か。 

➢地域コミュニティのニーズ（実需）に合致した研究開発の推進方策は何か。 

➢複数の企業等が連携したオープンイノベーションを推進するための拠点の在り方として、その役

割・機能の強化方策は何か。 

➢国の研究開発推進のための仕組み（基礎研究、競争的資金、戦略的知財マネジメント等）を改善

するための方策は何か。 

③産学官の役割分担の在り方 

【項目例】 

➢研究開発における政府の役割の在り方、人材育成や次世代への技術伝承、技術の海外流出防止等

における産学官の役割分担について、どのように考えるか。 
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Ⅱ 委員会構成 

委員会の構成は、別表のとおりである。 

Ⅲ 審議経過 

計８回の委員会を開催して審議を行い、研究開発戦略に関する第一次的な報告書を取りま

とめた。 

（１）第１回委員会（平成２３年２月２８日） 

  委員会の運営方法、審議方針及び審議スケジュール等について審議を行った後、企業・

団体からのプレゼンテーションが行われ、その内容に関する議論を行った。 

（２）第２回委員会（平成２３年３月７日） 

  企業・団体からのプレゼンテーションが行われ、その内容に関する議論を行った。 

（３）第３回委員会（文書審議）（平成２３年４月４日～平成２３年４月８日） 

  企業・団体からのプレゼンテーションが行われ、その内容に関する議論を行った。 

（４）第４回委員会（平成２３年５月１３日） 

  情報通信審議会情報通信政策部会で行われたパブリックコメントの結果の報告と、東

日本大震災を踏まえた追加のプレゼンテーションを行った。また、委員会報告のとりま

とめに向けた論点整理（案）について議論を行った。 

（５）第５回委員会（平成２３年５月１９日） 

  委員会報告のとりまとめに向けた論点整理（案）について議論を行った。 

（６）第６回委員会（平成２３年６月１０日） 

  研究開発戦略委員会の報告書案について審議を行った。 

（７）第７回委員会（平成２３年６月２４日） 

  研究開発戦略委員会の報告書案について審議を行った。 

（８）第８回委員会（平成２３年７月７日） 

  研究開発戦略委員会の報告書案について審議を行い、とりまとめを行った。 
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Ⅳ 審議結果 

審議の結果、第１章において研究開発に関する内外の動向を整理した上で第２章に今後の

研究開発課題をとりまとめた。特に国として今後取り組むべき研究開発課題の政策目標や達

成年度等について「研究開発戦略マップ」（別添）として整理した。また、研究開発のシステ

ムの在り方についての検討結果については第３章にとりまとめた。  
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第１章 研究開発に関する内外の動向 

研究開発戦略の検討にあたり、国内外の社会経済の状況や政府の科学技術に関する基本的

な政策動向等を的確に捉える必要がある。 

 

（１）我が国を取り巻く状況 

現在、世界では環境問題をはじめとする地球規模の問題が顕在化し、資源・エネルギー・

食料などの国際的な獲得競争が激化するなかで、中国やインドをはじめとする潜在的に大

きな市場を擁する新興国の経済的台頭が見られ、経済のグローバル化が加速するとともに

新興国市場における競争が一層激化している。こうした背景の下、利用者ニーズの多様化

等に伴うイノベーション（技術革新）の必要性が高まっており、科学技術及びイノベーシ

ョンの鍵となる優れた人材の国際的な獲得競争が加熱している。 

一方、我が国は少子化・高齢化や人口減少等の社会的、経済的活力の減退につながる問

題に直面していることから、長期的に労働力減少と国内市場の縮小は避けられない状況に

ある。 

天然資源に乏しい我が国にとって科学技術力と人材こそが厳しい国際競争を勝ち抜き、

優位な国際的地位を保持し続けるための「資源」であるが、近年、若者の理工系離れが進

み、優秀な研究者・技術者が退職年齢を迎えつつあり、科学技術分野での我が国の存在感

の低下が懸念されている。 

そして、３月１１日の東日本大震災の発生により、我が国は人的及び物的に未曾有の被

害を受け、社会経済が深刻な影響を受けている状況にある。福島第一原子力発電所の事故

も含め、世界の国々と人々がこの震災を世界的課題ととらえて我が国の対応を注視してい

ることから、我が国はあらゆる政策手段を動員して震災対応と復興に取り組まなければな

らない。 

そうしたなか、研究開発に関する政策に期待される役割も大きく変化しており、これま

での実績と課題、可能性と限界、リスク等を検証した上で、我が国の復興、再生はもとよ

り、持続的な成長と社会の発展、安全で豊かな国民生活の実現等に積極的な役割を果たし

ていくことが求められている。 

 

（２）今後５年間の我が国の科学技術の基本計画 

１０年間を見通した今後５年間の科学技術の国家方針と位置づけられる「科学技術基本
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計画」は、昨年末に総合科学技術会議から答申された「科学技術に関する基本政策につい

て」（答申）を踏まえて、平成２３年度を始期とする第４期の基本計画として本年３月に

閣議決定される予定であった。しかし同月に東日本大震災が発生したために閣議決定は見

送られ、現在は８月中の閣議決定に向け総合科学技術会議において震災を踏まえた見直し

が進められている。 

具体的には、まず、今後目指すべき国の姿として、①震災から復興、再生を遂げ、将来

にわたる持続的な成長と社会の発展を実現する国、②安全かつ豊かで質の高い国民生活を

実現する国、③大規模自然災害など地球規模の問題解決に先導的に取り組む国、④国家存

立の基盤となる科学技術を保持する国、⑤「知」の資産を創出し続け、科学技術を文化と

して育む国が掲げられている。 

また、我が国の将来にわたる成長と社会の発展を実現するための主要な柱として、①「復

興・再生、災害からの安全性向上への対応」、②環境・エネルギーを対象とする「グリー

ン・イノベーションの推進」、③医療・介護・健康を対象とする「ライフ・イノベーショ

ンの推進」を示している。 

我が国が直面する重要課題としては、①安全かつ豊かで質の高い国民生活の実現、②我

が国の産業競争力の強化、③地球規模の問題解決への貢献、④国家存立の基盤の保持、⑤

科学技術の共通基盤の充実・強化を挙げている。 

さらに、研究開発投資の水準については、官民合わせた研究開発投資を対ＧＤＰ比の

４％以上にするとの目標に加え、政府研究開発投資を対ＧＤＰ比の１％にすることを目指

すこととし、その場合、第４期基本計画期間中の政府研究開発投資の総額の規模を約２５

兆円とすることが必要であるとしている。 

ＩＣＴ分野の研究開発戦略を検討するにあたっては、こうした政府全体の科学技術に関

する基本的な計画を踏まえた上で議論を行う必要がある。 

 

（３）ＩＣＴの研究開発投資の動向 

官民を合わせた科学技術全体の研究開発費（対ＧＤＰ比）については、日本は世界トッ

プレベルの投資額を維持しているものの、政府負担による研究開発費は、対ＧＤＰ比で約

０．７％の低水準の横ばいで推移している1。 

我が国の民間企業は近年、研究開発投資を縮小する傾向にあり、その内訳としては基礎

                         
1 「平成２２年 科学技術要覧」（文部科学省科学技術・学術政策局） 
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研究よりも技術の応用や製品開発のための研究開発に対してより多くの投資を行ってい

る2。また、民間企業及び大学のＩＣＴ分野の研究開発費（平成２１年度）の傾向として

は、研究開発投資額は対前年度比では１１．５％の減となっており、ライフサイエンスや

環境分野、ナノテクノロジー・材料等、他の主要分野と比較しても対前年度の減少幅は最

も大きい状況にある。さらに、平成２１年度の対前年度の減少幅は平成２０年度の対前年

度の減少幅（-４．０％）より拡大している。 

一方、総務省のＩＣＴ分野の科学技術関係予算は平成２１年までは横ばい傾向にあった

ものの平成２２年度以降は減少傾向にあり、昨今の厳しい財政状況等を踏まえ平成２３年

度は対前年度比で１２％の減少となった。 

なお、米国や欧州、中国、韓国等の諸外国の政府によるＩＣＴ分野の研究開発予算は増

加傾向にあり、例えば、本年２月に発表された米国の「２０１１年度大統領予算案」では

ＩＣＴ分野を含めた科学技術イノベーションのための研究開発に対して年間総額１４８

０億ドル（約１２兆円）を投資するとともに基礎研究分野への予算を倍増する努力を継続

することが謳われている。また、欧州委員会が昨年５月に策定した「欧州デジタル・アジ

ェンダ（A Digital Agenda for Europe）」ではＩＣＴ分野の研究開発に対する公的投資を

年間１１０億ユーロ（約１．２兆円）に倍増する目標を掲げている。 

ＩＣＴ分野の研究開発の支援制度等の在り方を検討する場合、このような国内外の研究

開発投資の動向を十分に踏まえた上で議論を行う必要がある。 

 

（４）関連する事業仕分けの結果とその対応 

総務省が行う「情報通信関係研究開発・実証実験・調査研究」については、平成２１年

に実施された行政刷新会議の事業仕分けの対象となり、「予算要求の縮減（１／３程度の

縮減）」が求められた。また、とりまとめコメントとしては、国の研究開発等の実施に際

しては民間企業にも相当の負担を求めるべきとの意見が多かった。 

これらの結果を踏まえ、総務省では、平成２２年度概算要求における計６１事業の予算

額（計１８７億円）を約１１億円縮減するとともに、技術標準の策定等を目的とした研究

開発や実証実験、調査研究を除き、民間に一定の負担を求めている。 

  

                         
2「科学技術研究調査」（平成２０年～平成２２年、総務省統計局） 
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第２章 今後取り組むべき研究開発課題 

（１）基本的な考え方 

我が国が今後取り組むべき研究開発課題は、技術シーズの面や社会経済が抱える課題

（ニーズ）の面から分類する方法が考えられるが、いずれにせよ一般の国民にとっても分

かりやすい形で策定される必要がある。 

研究開発課題の策定に際しては、目先の流行を追うのではなく、長期間の継続的な研究

が必要な基礎的な課題及び多様な技術を融合したシステム技術に関する課題等にも地道

に取り組む方向性が重要である。また、課題の解決のための時間軸として、例えば、短期

（３年程度）、中期（３年～５年程度）及び長期（５年～１０年程度）に分けて研究開発

の取り組みを整理する必要がある。 

また、取り組むべき研究開発課題としては、少子化・高齢化や人口減少等の問題に我が

国が直面していることを考慮すると、利用者の利便性向上に資するものが重要であり、「簡

単」、「使って楽しい」といったＩＣＴの使いやすさや社会的弱者を含めた利用者の満足度

の観点を踏まえた課題にも十分配慮する必要がある。さらに、研究開発成果を確実に実用

につなげ、社会で広く使われるものにする努力が我が国では求められており、そうした観

点からも研究開発課題を捉えるべきである。 

 

（２）研究開発課題の分類と整理 

前節での基本的な考え方を踏まえ、我が国が今後取り組むべき研究開発課題を視野に入

れつつ、特に国（政府）として今後取り組むべき現時点の課題を「研究開発戦略マップ」

として分類及び整理した（別添の研究開発戦略マップを参照）。今後、国が研究開発成果

の実用化・普及のための支援を行う際には、研究開発戦略マップで明示された研究開発の

目標やロードマップ等に沿って、重点的かつ効率的な支援が行われるよう、常に考慮され

るべきである。 

なお、研究開発戦略マップは、日々刻々と変化する社会ニーズ等を踏まえながら定期的

に更新されることが望まれるため、当面は、本委員会が更新の役割を担う必要がある。そ

のため、有識者や企業・団体、国民からの意見を広く求めつつ、それらを踏まえながら更

新作業の方法等を今後検討する必要がある。 

さらに、研究開発戦略マップを更新するアプローチとしては、例えば、それぞれの研究

開発課題を俯瞰しながら技術分野の全貌をまず調査し、その上で、①国がイニシアティブ

を持って推進するもの、②国と民間が協力して進めるもの、③民間の活力に任せるものに
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分類して記載することも有効である。 

 

研究開発戦略マップの作成にあたり、我が国の社会経済が抱える課題（ニーズ）につい

て議論を重ねた結果、まず、主要な３つの分野に集約した。 

第一に、東日本大震災の被災地域では地震と津波、液状化現象等によって、社会インフ

ラが寸断され甚大な被害が発生したことを受け、情報通信のインフラの復旧及び再生並び

にその機能性・利便性・安全性の一層の向上、通信・放送ネットワークの耐災害性の強化

は喫緊の課題であることから、「東日本大震災を踏まえた復興・再生、災害からの安全性

向上への対応」として震災に対応したＩＣＴの研究開発課題の分類を設けた。 

第二に、震災及び電力問題によってより深刻になりつつある日本経済の停滞から脱却し、

将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現していくため、エネルギーの安定確保と両

立した低炭素社会の実現とグローバルな気候変動への対応が必要であることから「グリー

ン・イノベーション」として研究開発課題の分類を設けた。この分類に該当するものとし

て、大別して①ＩＣＴの利活用による省エネルギー化・低炭素化（Green by ICT）及び②

ＩＣＴそのものの省エネルギー化・低炭素化（Green of ICT）の両面から、スマートグリ

ッドに関する通信技術、スマートクラウド技術、フォトニックネットワーク技術等の整理

を行った。 

第三に、我が国において進展している少子化・高齢化社会において、ＩＣＴを用いて安

心とうるおいを与え、健康で自立して暮らせる社会を実現するため、「ライフ・イノベー

ション」として研究開発課題の分類を設けた。例えば、国民の健康を守るため、疾患の早

期発見につながる診断手法の開発が重要であることから、３次元映像法など早期診断に資

する新たなイメージング技術、安全で有効性の高い遠隔診断及び遠隔治療のための技術、

並びにそれらを支援する画像情報処理技術等の研究開発課題の整理を行った。 

 

前述の３分野の課題に対応するものの他に、国として推進すべき研究開発課題としては、

情報通信システムの性能や安全・信頼性の抜本的な向上などを目指した高リスクで長期間

を要する基礎的・基盤的研究開発があり、その研究開発成果を発展させて社会での新たな

価値創造に繋げていくことが期待される。これに該当するものとして、「社会のパラダイ

ムシフトをもたらす技術革新の推進」として研究開発課題の分類を設け、この分類に該当

するものとして①ネットワーク基盤（新世代ネットワーク技術等）、②ワイヤレス（周波

数高度利用技術等）、③セキュアネットワーク、④宇宙通信システム技術、⑤革新機能創
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成技術（量子ＩＣＴ技術等）を整理した。 

 

（３）研究開発戦略マップの策定 

本委員会構成員及びゲストスピーカーからの提案並びに意見公募において提出された

提案を前節で述べた４つの分類に従って集約し、研究開発課題を整理した。それぞれの研

究開発課題に関する「目指す政策目標（成果のアウトカム）」、「技術分野の概要」、「主な

目標と期限」を研究開発戦略マップに明示するとともに、研究開発、標準化、実証・評価、

市場展開のスケジュールをロードマップとしてとりまとめた。 

例えば、光通信分野のフォトニックネットワーク技術は、情報通信ネットワークの超大

容量化及び超低消費電力化を目指すものであり、ＩＣＴの利活用増進に伴う通信量及び通

信機器の消費電力の急速な増大への対応に貢献する技術であることから、グリーン・イノ

ベーションに該当するものとして整理を行った。 

なお、研究開発戦略マップの分類は社会経済が抱える課題を出発点としているため、例

えば、「グリーン・イノベーション」又は「ライフ・イノベーション」の課題解決のため

に分類された技術であっても、震災からの復興・再生及び災害からの安全性向上のために

も活用され得る共通的な技術があることに留意する必要がある。 

 

（４）標準化戦略を含めた知的財産戦略との一体的な研究開発の推進 

世界規模でオープンイノベーションの取組が展開され、また研究活動や経済活動がグロ

ーバル化するなか、産業界や大学等がこれらの変化に適切に対応していくためには、国際

標準化戦略を含めた知的財産戦略を研究開発戦略と一体的に推進していく必要がある。 

とりわけ、ＩＣＴ分野においては相互接続性及び相互運用性の確保が必須であることか

ら、製品やサービスの海外市場への円滑な展開を狙うためには、知的財産権の確保を図り

つつ研究開発された技術を国際標準に戦略的に反映させることが重要である。このため、

研究開発戦略マップを更新するに際しては、国際標準化戦略を含めた知的財産戦略と一体

的に検討作業を進めることが求められる。 

例えば、情報通信政策部会「情報通信分野における標準化政策検討委員会」において、

中長期的な研究開発戦略及び諸外国の政策等を踏まえた標準化の重点分野として新世代

ネットワーク及び次世代ワイヤレスネットワークを掲げていることから、これらの分野に

関連する研究開発戦略マップについては、国際標準化戦略を含めた知的財産戦略の在り方

と一体的に検討が行われることが望ましい。  
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第３章 研究開発のシステムの在り方  

研究開発を今後効果的かつ効率的に推進するにあたっては、第２章で述べた研究開発課題

の設定とともに、研究開発に携わる人材の育成、研究開発を推進する仕組み等、研究開発の

システムの在り方が重要である。 

 

（１）人材の育成 

研究開発を通じてＩＣＴ分野のイノベーションを実現するためには人材の育成が重要

であり、次に掲げるような対応が求められている。 

ア.研究開発プロジェクトのプロデューサー等の育成・発掘 

ＩＣＴ分野の研究開発を効果的かつ効率的に推進していくためには、社会ニーズ等

の動向を熟知しながら研究開発の基礎部分から製品・サービスの事業化までの全体のシ

ナリオを描きつつ、ビジネスモデルの確立及びプロジェクト管理、知的財産権の管理等

の管理業務を遂行する能力を有するプロデューサーの育成又は発掘が急務である。プロ

デューサーの育成においては、過去の研究開発プロジェクトの課題や問題点について研

究実務の経験者とともに実例を通じてケーススタディーをすることが有効と考えられ

る。 

イ.バランス感覚を備えた人材の育成 

研究開発に携わる人材には、各分野における深い専門知識のみならず様々な分野の

見識を有し、幅広い視野で思考できるバランス感覚が求められているが、特に異分野融

合領域における課題を解決するための研究では、さまざまな学問分野が関わるシステム

的アプローチが必要である。 

そのため、大学・企業を問わず研究者は狭い専門分野の知識だけでなく、異分野と

のバランス感覚、コミュニケーション能力、マネジメント能力、グランドデザイン能力

を持ち、システム全体を評価できる能力が求められている。例えば単一の研究プロジェ

クトに没頭することなく、民間企業のビジネス現場も体験しつつ、これらの能力を習得

できるインターン制度やプログラム提供の充実を図ることが効果的である。 

ウ.グローバルな人材の育成・確保 

現在我が国が伝送容量等で国際的に技術優位にあるフォトニックネットワーク技術3

等の分野において、今後も諸外国との競争で優位に立っていくためには、優れた研究

                         
3 独立行政法人情報通信研究機構プレスリリースより（http://www.nict.go.jp/press/2011/03/10-1.html） 
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者・技術者を確保することが必要であり、グローバル市場を念頭に人材供給の確保や特

定分野に重点化した人材育成が必要である。このため、海外の研究者の招へい及び国際

的な研究交流に対する公的支援を行っていくことが望ましいと考えられる。 

また、東日本大震災を受けて、海外からの研究者等の離日や来日延期、我が国の研

究者も含めた流出等が懸念されるとの指摘がある4。こうした問題を解決するためには、

外国人研究者による競争的資金の活用等、外国人研究者が研究開発プロジェクトに参加

しやすい環境の整備が有効と考えられる。 

エ.技術伝承のための対応 

国の安全保障や安全な国民生活の実現等にもつながる情報収集技術、通信技術等5、

国が中心となって今後とも取り組むべき技術であっても、研究開発投資の減少や人件費

の縮減により技術伝承が難しくなりつつある技術分野がある。こうした技術については、

次世代への確実な技術伝承の観点から、国や独立行政法人は当該技術分野において一定

の技術レベルを堅持するために必要な人材の育成及び確保が図られることが必要であ

る。 

オ.産業界と大学の間のミスマッチの解消 

我が国の大学・大学院では個別の知識・技術を深く掘り下げる教育に主眼が置かれて

いるとの指摘があり、基礎的な専門知識・スキルと実行力が不十分であるために社会人

になってからのスキルアップが困難な場合があるなど、産業界の求める人材と高等教育

との間のミスマッチを解消することが喫緊の課題である。特に、ＩＣＴ分野は技術進展

が急速な分野であることから、定期的に産業界と大学間の意見交換・対話を行う場を設

けることがミスマッチ解消のために望まれているところであり、これまでにも様々な取

り組みが実施されてきたところであるが、現状では十分な解消には至っていない。6そ

こで産業界、大学、国及び公的研究機関等は、例えば以下の対応を進めることが望まし

いと考えられる。 

 

①産業界における対応 

・優れた研究者を確保するため、産業界は採用活動等を通じて自らが求める能力・人

材像を明確化し、大学・大学院の要請に応じてカリキュラム設計に反映出来るよう

                         
4 総合科学技術会議答申「科学技術に関する基本政策について」見直し案（パブリックコメント募集文書）（平成２３年６月 14 日）、p.29 
5 諮問第 11 号「科学技術に関する基本政策について」平成 22 年 12 月 24 日 

6 IT 人材白書 2011 より、IT 人材の「量」、「質」が不足していると感じている IT企業の人の割合は「量は」48.9％、「質」は 85.8％と依然高い状況にある。（2010

年度調査） 
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協力する。 

・大学・大学院において実践的な教育を行うための講師派遣に協力する。 

・情報通信人材のキャリアパスの明確化及び優れた人材に対する処遇の一層の向上を

図るとともに優れた研究者・技術者の育成に欠かせない学会活動を奨励し、特に若

手の研究者・技術者の学会活動を積極的に支援する。 

②大学教育・研究の充実 

・大学は、本来の使命である基礎的な分野の教育・研究を推進するとともに、経済学

や会社経営実務、財務会計、プロジェクト管理等の教育を通じて、産業界が求める

グローバルな環境変化に対応でき、かつ創造性を有する人材育成のためのコースの

設置やカリキュラムの作成を実施する。 

・個別の知識・技術を深く掘り下げる教育により先端技術分野の研究者を育成するこ

とに加え、グローバルな技術協力や国際標準化活動、知財マネジメント活動、サー

ビスや製品開発現場等で活躍できる人材も育成するとの観点が重要である。 

・このため、大学職員の意識改革を図るとともに、広く産業界等からの講師派遣を求

めることにより、産業界のミスマッチの解消に努める。 

③研究開発プロジェクトの推進を通じた人材育成 

・国や公的研究機関は、産学官が結集して行う研究開発プロジェクトにおいて、広く

産業界や大学からの参画の機会を設けることを通じて、相互啓発やネットワークの

形成を図っている。この結果、一定の成果が見られる7ことから今後とも研究開発現

場に複数の企業・大学・公的研究機関等が連携したオープンイノベーション環境を

構築し、効果的な人材育成に努めていくことが必要である。 

・総務省の競争的資金による研究開発（SCOPE)は、優秀な若手研究者の育成に一定の

貢献をしている8ところであるが、意欲的な研究に対してはより長期かつ多くの研究

資金が求められている状況にある。また、人材育成の観点からは、例えば、現在実

施している採択評価、中間評価及び終了評価の実施時点において、研究内容、進捗

状況及び将来見通しに対する評価に加えて、若手研究者の育成に繋がる意見や助言

並びに成果発表の際に産業界との意見交換及びマッチングが図られるような場の設

定等によって、研究者の視野を広げ産業界のニーズを研究に反映していく機会とす

ることが可能と考えられる。 

・また、競争的資金による研究開発に多段階選抜方式を導入することにより、最初の

段階では才能のある若手研究者の研究を支援し、その後成果見通しの具体化や知財

マネジメントを考慮して第２段階以降の採択を決定するというプロセスを踏むこと

                         
7 第 7 回研究開発戦略委員会資料７－２－１「人材育成」に関する意見において情報通信研究機構の産学官連携の取組みが紹介された。 

8 総務省の戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）により、平成 22 年度までに累計で約 400 人の若手研究者の育成(博士号の取得)に貢献している。 
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で、スキル向上のインセンティブが働くことが期待される。こうした人材育成の観

点からも多段階選抜方式の速やかな導入が期待される。 

・事業創造型人材の育成には研究開発にとどまらない職務経験が必要であり、ベンチ

ャー企業において複数の職務を経験するといった機会が有益であると考えられる。 

カ.その他 

近い将来、生まれた時からインターネットやパソコン、携帯電話のある生活環境の

中で育ってきた世代、いわゆる「デジタルネイティブ世代」が社会構成の中心となって

いくことは想像に難くない。このため、上述の人材育成においては、こうしたデジタル

ネイティブ世代が参画し十分な活躍ができるようにコンテスト9の実施等を通じた人材

発掘を図るとともに、社会ルールや規範等に関する教育・啓発も実施していくことが望

ましい。 

 

（２）研究開発の効果的な推進の仕組み 

ア.研究開発の戦略的な実施 

研究開発プロジェクトの進め方としては、「研究開発→実証実験→国際標準化→実用化」

といった流れが一般的であるが、技術競争のスピードが速くなったことに伴い、これまで

のようないわゆる「バケツ・リレー」ではイノベーション創出の国際的なスピード競争に

即していない状況が一部で生じているとの意見がある10。こうした状況を解決するため、

研究開発の初期段階から基本概念の標準化を進め、実証実験の結果を研究開発にフィード

バックするなど、研究に関わる様々な活動を有機的に組み合わせて、同時並行的に推進し

ていくことが必要であると考えられる。これに加えて複数の研究開発課題を大括り化して

横の連携や進捗を一体的に管理するとともに、基礎研究から実用化までの全体の流れを常

に意識しておくことも欠かすことができない。 

また、研究開発の成果を世界に通用する製品やサービスへとつなげていくためには、実

用化に向けた研究開発、標準化を含めた知的財産戦略、事業化モデル構築等を総合的に捉

えて、戦略性のある計画を構築する必要がある。 

さらに、各々の技術分野や研究プロジェクトについてどの部分で強みを発揮すべきかに

ついて早い時点から具体的に把握し、必要な強化を図りながら研究開発を進めていくこと

が望ましい。 

 

                         
9 例えば、みんなでつくる情報通信白書コンテスト 2011（総務省）など 
10 第 1 回研究開発戦略委員会における通信のノード機器市場を事例とした指摘事項（「第 1 回委員会の議事概要」を参照） 
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イ.研究開発基盤の整備 

新たなネットワークの基盤技術の研究では実用に供されているネットワークを研究開

発等に活用することが困難であるため、実環境に近いネットワークを模擬した環境の構築

が必要となる場合がある。こうした研究課題の実施に当たっては、研究開発の初期の段階

からテストベッド（実運用環境に近づけた試験装置）を構築して、計算機シミュレーショ

ンや実験室では予見し得ない影響を可能な限り排除し、ネットワーク全体からみたトラヒ

ック制御や運用方法を確立していく必要がある。 

また、情報セキュリティ技術や知識情報技術（積み重ねた大量のデータや情報を用いて

新たな知識や問題解決手法を提供するための技術）の研究では、技術の有効性を示すため

のシミュレーション環境や実証実験を通じた利用者からのフィードバックが重要であり、

実証的な研究環境の整備や実証実験に対する支援が期待されている。 

特に、競争的資金を活用した研究開発においては、その成果をより確実に検証するため

に上述のテストベッドや実証的な研究環境を積極的に利用していくことが望まれる。 

他方、ＩＣＴ分野の研究開発成果を適時、国際標準化を含めた知的財産権管理や実用化

につなげていくためには、評価・検証が不可欠であり、産学官が資源を有効活用しながら

先端的技術の検証や相互接続性・相互運用性を担保するためのテストベッドを構築し、応

用展開や社会還元の促進を図ることが重要である。 

さらに、ＩＣＴ分野においては、論文以外の成果物、例えばソフトウェアや集成データ

（言語に関するコーパス等）を蓄積、共有、流通するための基盤の整備は、研究開発成果

の社会還元、次の新たな研究開発の成果の創造に有用であると考えられる。 

 

ウ.国による研究開発の推進 

研究開発を推進するにあたっては基礎研究から実用化までのフェーズに応じた、より効

率的な仕組みを設けることが求められる。 

① 基礎的・基盤的な研究開発 

これらの研究開発は、研究開発期間が長期にわたるとともにその成果が直ちに事業化

に結びつきにくいなどリスクが高いことから、国が民間企業・大学等に委託して研究開

発を行っているほか、独立行政法人が中期計画に基づいて実施しているが、引き続きこ

のような研究開発を推進することが望まれる。 
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② 実用化に向けた研究開発 

技術のブレークスルーやイノベーションを実現していくためには、独創性・新規性に

富む技術を有する中小企業・ベンチャーが重要な役割を果たすことが期待される。しか

しながら、民間企業・大学の独自研究開発等の成果を製品やサービスに結びつける過程

において更なる技術開発や技術検証を要する場合があるが、技術開発等にリスクを伴う

ことにより自力では研究開発から実用化まで到達できない場合もある。いわゆる「死の

谷」である。こうした困難を克服するため、中小企業やベンチャーが担い手となって実

施する実用化に至るまでの研究開発に対する新たな助成措置の実現が望まれている。な

お、この検討にあたっては、適切な民間負担の在り方について事業仕分けの結果を踏ま

えつつ検討を行っておく必要がある。 

 

③ 異分野との共同研究 

教育、福祉、医療等の様々な分野に跨るＩＣＴの研究開発を効率的に進めるためには

異分野の研究者の協働を促進する場（オープンイノベーション環境）の形成が必要とな

っている。実用化を見据えてそのような連携の場の設定、企業や自治体等の多様な主体

の間の研究内容の調整や研究開発の管理を行うコーディネータの配置が有効であると

考えられる。 

 

④ 競争的資金による研究開発 

人材育成・発掘の観点から第３章（１）オ項において、競争的資金による研究開発に

「多段階選抜方式」を導入することが有効であることを述べたところであるが、こうし

た仕組みは中小企業における研究開発を効果的に推進していくためにも有用である。 

最初の段階において幅広く案件を採択して実現可能性調査（Feasibility Study）を

実施することで、埋もれてしまいがちな中小企業・ベンチャーの斬新な技術を発掘する

ことが可能となる。このため、これまでに行われた中小企業技術革新制度（SBIR：Small 

Business Innovation Research）等と連動して競争的資金による研究開発に多段階選抜

方式を導入していくことが望ましい。 

また、研究開発に参加する人や組織の幅を広げることにより将来のビジネスチャンス

を生み出すことが可能となることから、競争的資金の一層の効果的な活用を促すため、

資金の柔軟な繰り越しや研究実施期間全体を通した資金分配の実現等、競争的資金によ

る研究開発の仕組みの見直しが望まれている。 
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エ.産学官の連携強化と役割分担11 

企業の事業活動によって優れた商品・サービスを創出・提供する「産」は、民間企業や

ＮＰＯ等広い意味でのビジネスセクターであり、主な役割としては①市場ニーズの把握、

②ビジネスモデルの確立、③サービス／プロダクトの開発、④事業化、⑤国際標準化戦略

を含めた知的財産権管理がある。 

学術の中心として教育研究を行う「学」は、大学、大学共同利用機関、高等専門学校等

のアカデミックセクターであり、主な役割としては、①幅広い分野の基礎的な研究の着実

な実施、②教育・研究活動を通じた研究者・技術者の人材育成である。また、幅広い研究

者・技術者の結集する電気系学会（電子情報通信学会、情報処理学会、映像情報メディア

学会等）の役割は、③分野毎の研究開発成果の評価・共有、④技術動向の分析・共有があ

る。 

「官」は、国のほか国立試験研究機関、公設試験研究機関、研究開発型独立行政法人等

の公的資金で運営される政府系試験研究機関であり、主な役割としては、行政庁としての

役割のほか①長期的視点に立った研究開発方針の策定、②リスクが大きい基礎的な研究の

推進、③基盤的な研究開発・実証施設の整備、④研究成果を実用につなげるための民間投

資への支援（例：多額の投資が必要なインフラ整備における税制支援等）がある。 

こうした産学官の基本的な役割を踏まえ、「産」又は「学」において実施可能な研究開

発については、それぞれで実施することを基本としつつ、災害対応等の安心・安全確保や

国家安全保障に関連する基礎的・先端的な研究開発や、重要な政策課題の実現に不可欠な

研究開発であって、必要な資金や実施に要する期間の観点から民間では負えないリスクを

有している研究開発課題については国や情報通信研究機構等の公的機関が実施していく

ことが必要である。国として研究開発を推進する際には可能な限り「産」及び「学」の研

究能力の活用に配慮するとともに、研究成果が実用化につながるよう産学官相互の連携協

力を一層強化していくことが重要である。 

また、情報通信分野の研究者のみでは関連する多様な分野にまたがる幅広い課題を解決

することは困難であり、省庁間連携を含む、より強固な産学官にまたがる分野間連携の強

化が必要となっている。 

 

 

                         
11 「新時代の産学官連携の構築に向けて」(産学官連携推進委員会審議のまとめ)2003 年 4 月 28 日 
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（３）国際競争力の強化 

我が国は、地上デジタルテレビ放送、ワイヤレス、光アクセス等、技術分野で他国に比

べて優位性を有していると考えられる。しかしながら、製品・サービスと展開しようとす

る相手国において他国製品に市場シェアを奪われている分野が多く、技術優位性を十分に

活かしきれていないとの指摘がある12。その原因としては、要素技術の面では優位性を有

しているとしても、パッケージとしてのソリューションが提示できず、結果として相手国

のニーズに合致していないという実態があるものと考えられる。 

こうした課題の解決を図るため、ＩＣＴ分野の国際共同研究や国際実証実験を通じたオ

ープンイノベーション環境を構築し、国内企業が相手国のニーズに合致した製品・サービ

スを積極的に展開することが有効と考えられる。 

オープンイノベーション環境を構築する方法としては、例えば、国際共同研究や国際実

証実験への参加を促すことが有効であると考えられる。ちなみに、欧州では域内の複数の

企業・大学の共同研究や外国政府と連携した域外の企業・大学との共同研究に対する支援

制度を設けており、具体的には太陽光発電、宇宙、航空技術等の分野で国際共同研究が進

められている13。本制度の利点は大規模で高度な研究プラットフォームや異なる背景、異

なる国籍を持つ研究パートナーとの国際共同研究が可能になることが指摘されているこ

とから14、本制度のような支援策も参考になるものと考えられる。具体的には、政府等に

よる委託研究等の一環として国際共同研究に対して委託研究や研究助成を実施していく

ことが考えられる。 

こうした活動に加え、オープンイノベーションを促す国際連携協力を強化するためには、

関係府省や関係自治体を含む関係機関からの幅広い支援を伴いながら、世界トップレベル

の研究開発拠点を構築することが有効であると考えられる。 

なお、国際競争力を強化するためには、戦略的な知財マネジメントの下で国際標準を獲

得していくことにより国際競争において優位に立つことを目指していくことが求められ

る。 

                         
12「ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会報告書」（平成２３年７月、ＩＣＴグローバル展開の在り方に関する懇談会） 

13 研究活動・技術開発活動・実証活動に関する欧州共同体は「フレームワークプログラム」として域内の複数の企業・大学の共同研究や外国政府と連携した域内外の

企業・大学との共同研究に対して１／２を上限とする助成を実施している。第７次フレームワークプログラムでは2007年～2013年の7か年計画で、総額約５３３億ユ

ーロ。うち情報通信分野は約１７％を占める最大の分野となっている。 

14「2011年日・EU研究協力の公募情報、2010年7月20日に発表」（EU News 223/2010、http://www.deljpn.ec.europa.eu/modules/media/news/2010/100805.html?ml_lang=jp）

より 
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（４）地域の研究開発 

ア.地域におけるニーズへの対応 

地域コミュニティのニーズを発掘し、ニーズに合致した研究開発を促進することにより、

地域の特性を活かしたＩＣＴによる地域社会づくりを進めることが重要である。 

地域のニーズに合致した研究開発を効率的に推進するためには、地域での分野横断的な

産学官連携の強化や地域に密着した研究開発体制の構築が必要であるが、そのためには地

域のニーズの発掘や産学官の連携強化に適切に対処できる人材の育成・活用を進めていく

ことが有効であると考えられる。現在でも、地域ニーズに合致した研究開発については競

争的資金により実施しているほか、地域ニーズの発掘等のために講演会、講習会、研修会、

見学会、意見交換会等の地道な活動を通じたＩＣＴの啓発活動が実施されているところで

あるが、こうした活動を通じて人材の育成を進めることは有効であると考えられる。 

イ.研究開発拠点の活性化 

我が国全体としての研究開発力を高め、国際競争力の強化を図るためには、地域の特性、

強みを活かして各々の研究開発拠点の活性化を図ることが重要である。 

しかしながら、研究開発拠点によっては、国の研究機関や企業・大学が集積しているも

のの、一部にはそれら機関の相互間での研究協力が不十分であったり、外部の研究者や企

業が参加しやすい環境が十分に実現されていないとの意見がある。拠点が形成されている

一定のエリアに多くの研究機関が集積しているというメリットを活かしてオープンイノ

ベーションを実現するため、組織の垣根を越えた交流を促すことが重要である。 

なお、情報通信研究機構は新世代ネットワーク技術の検証用テストベッドとして、平成

２３年４月よりＪＧＮ－Ｘ（Japan Gigabit Network-eXtreme）の運用を開始しているが、

このテストベッドは全国の主要な研究開発拠点にアクセスポイントを有しており、拠点間

の連携を促進するという役割を果たしている。今後とも新世代ネットワークの基盤技術や

新しいアプリケーションなどの研究開発を通じて、国内において分散された研究拠点の相

互連携や産学官のオープンイノベーションの活性化が期待されている。 

 

（５）研究開発に係るマネジメント 

ア.知的財産権 

我が国においては産業界を中心として、先端技術開発や優位性を有するコアコンピタン

ス技術（他社に真似できない核となる技術）を戦略的に活用するビジネスモデルの確立と

知財マネジメントによる競争力確保を進めていくことが重要である。そのためには、研究
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開発プロジェクトの評価においては、案件ごとに知財マネジメントの方針を評価項目に加

えていくことが効果的と考えられる。また、競争的資金による公募型研究においては、課

題採択時には研究内容の詳細を非公開にして、特許出願後に初めて公開する仕組みが有効

と考えられる。さらに、中小企業やベンチャー等が特許等の出願・維持をより実施しやす

いようにする仕組み作りが期待される。 

 

イ.研究開発の評価 

ＰＤＣＡサイクルを効果的に運用することにより研究開発の終了前の段階であっても

成果が期待できなくなった研究開発は中止・縮小し、逆に大いに期待できるものは計画を

前倒しする等の対応を進めていく必要がある。 

そのためには、現在実施している事前・採択・継続・中間・終了・追跡の各段階におけ

る検証並びに評価、それらに基づく見直しを行い、そのプロセスも含めて公表することが

求められる。具体的にはまず、過去及び現在実施中の研究開発の設定目標の確認を行い評

価の基準を明らかにした上で、達成状況については実用化等成果の展開状況の検証を行い、

その結果を一般国民に分かり易く公表することが必要である。 

国による研究開発には基礎研究をはじめとして、必ずしもビジネスに直結しないものも

あるが、研究開発の推進に際しては検証・評価・見直しを継続的に行うなど、アウトカム

目標（研究開発の成果による社会に対する便益の目標）を見据えた事業運営が求められる。

研究開発に携わる者は昨今の厳しい財政状況を踏まえ、アウトプット目標（研究開発の直

接的な成果目標）、アウトカム目標やスケジュールの明確化を行った上で、具体的な成果

等に関する説明責任を果たしつつ実効性をあげていく必要がある。 

なお、社会ニーズは日々刻々と変化するものであることから、設定されている研究開発

テーマや達成目標、研究開発体制等を適時適切に見直し、社会ニーズに対して常に最適な

ものになるように改善を行うことで研究開発の有効性を高めることも重要である。いうま

でもなく、研究開発の目標や実現時期について、海外市場も含めて十分な市場競争力を持

ち得るものであるか否かの視点からの見直しも必要である。 

以上の観点から、中間評価や継続評価の手法も含め、不断に見直しを行っていくことが

喫緊の課題であるといえる。 
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